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(57)【要約】
【課題】ヒートシール性を維持しつつ、リサイクル性に
優れる包装袋などの作製を可能とする、積層体の提供
【解決手段】　本発明の積層体は、基材と、ヒートシー
ル層とを備え、基材がポリエステルから構成されること
を特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材と、ヒートシール層とを備え、
　前記基材がポリエステルから構成されることを特徴とする、積層体。
【請求項２】
　前記積層体全体の厚さに対する、前記基材の厚さの割合が、６０％以上である、請求項
１に記載の積層体。
【請求項３】
　前記ヒートシール層が、ポリエステル系ヒートシール剤を含む、請求項１または２に記
載の積層体。
【請求項４】
　前記基材が、蒸着膜を備える、請求項１～３のいずれか一項に記載の積層体。
【請求項５】
　前記基材と、前記ヒートシール層との間に、中間層を備え、
　前記中間層が、前記基材と同一の材料により構成され、
　前記同一の材料が、ポリエステルである、請求項１～４のいずれか一項に記載の積層体
。
【請求項６】
　前記積層体全体におけるポリエステルの含有量が、６０質量％以上である、請求項１～
５のいずれか一項に記載の積層体。
【請求項７】
　包装体用途に用いられる、請求項１～６のいずれか一項に記載の積層体。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか一項に記載の積層体を備えることを特徴とする、包装体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、包装体などの作製に使用される積層体に関する。また、本発明は、該積層体
を備える包装体に関する。
【０００２】
　従来、包装体を構成する材料として、樹脂材料から構成される樹脂フィルムが使用され
ている。例えば、機械的特性、化学的安定性、耐熱性および透明性に優れると共に、安価
であることから、ポリエステルフィルムが汎用されている。
【０００３】
　通常、ポリエステルフィルムは、ヒートシール性を有するポリオレフィンフィルムや、
ガスバリア性を有するポリアミドフィルムなどと張り合わせることにより積層体とし、積
層体のポリオレフィンフィルム同士をヒートシールすることにより、包装体の作製が行わ
れている。
【０００４】
　近年、循環型社会の構築を求める声の高まりとともに、包装体などには高いリサイクル
性が求められている。しかしながら、従来の包装袋は上記したように異種の樹脂材料から
構成されており、樹脂材料ごとに分離するのが困難であるため、リサイクルされていない
のが現状である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、その解決しようとする課題は、ヒー
トシール性を維持しつつ、リサイクル性に優れる包装袋などの作製を可能とする、積層体
を提供することである。
　また、本発明の解決しようとする課題は、該積層体を備える包装体を提供することであ
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る。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の積層体は、基材と、ヒートシール層とを備え、基材がポリエステルから構成さ
れることを特徴とする。
【０００７】
　一実施形態において、積層体全体の厚さに対する、前記基材の厚さの割合は、６０％以
上である。
【０００８】
　一実施形態において、ヒートシール層は、ポリエステル系ヒートシール剤を含む。
【０００９】
　一実施形態において、基材は、蒸着膜を備える。
【００１０】
　一実施形態において、本発明の積層体は、基材と、前記ヒートシール層との間に、中間
層を備え、
　中間層が、前記基材と同一の材料により構成され、
　該同一の材料が、ポリエステルである。
【００１１】
　一実施形態において、積層体全体におけるポリエステルの含有量は、６０質量％以上で
ある。
【００１２】
　一実施形態において、本発明の積層体は、包装体用途に用いられる。
【００１３】
　本発明の包装体は、上記積層体を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、ヒートシール性を維持しつつ、リサイクル性に優れる包装袋などの作
製を可能とする、積層体を提供することができる。
　また、本発明によれば、この積層体を備える包装体を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の積層体の一実施形態を示す断面概略図である。
【図２】本発明の積層体の一実施形態を示す断面概略図である。
【図３】本発明の積層体の一実施形態を示す断面概略図である。
【図４】本発明の積層体を備える包装体の一実施形態を表す正面図である。
【図５】本発明の積層体を備える包装体の一実施形態を表す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
（積層体）
　本発明の積層体１０は、図１に示すように、基材１１と、ヒートシール層１２とを備え
ることを特徴とする。
　一実施形態において、図２に示すように、基材１１は、蒸着膜１３を備える。
　また、一実施形態において、図３に示すように、本発明の積層体１０は、基材１１と、
ヒートシール層１２との間に中間層１４を備える。さらに、一実施形態において、図４に
示すように、本発明の積層体１０は、図３に示すように、基材１１と、中間層１４との間
に、接着剤層１５を備える。
　なお、本発明の積層体１０は、中間層１４を２層以上備えていてもよい。
【００１７】
　本発明の積層体全体の厚さに対する、基材の厚さの割合が、６０％以上、であることが
好ましく、７０％以上であることがより好ましい。
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　本発明の積層体全体の厚さに対する、基材の厚さの割合を６０％以上とすることにより
、本発明の積層体のリサイクル性を向上することができる。
【００１８】
　本発明の積層体全体におけるポリエステルの含有量は、６０質量％以上であることが好
ましく、７０質量％以上であることがより好ましい。
　本発明の積層体全体におけるポリエステルの含有量を、６０質量％以上とすることによ
り、本発明の積層体のリサイクル性を向上することができる。
【００１９】
　以下、本発明の積層体が備える各層について説明する。
【００２０】
（基材）
　本発明の積層体を構成する基材は、ポリエステルから構成されていることを特徴とする
。
　本発明において、ポリエステルとは、ジカルボン酸化合物とジオール化合物との共重合
体を意味する。
　ジカルボン酸化合物としては、例えば、マロン酸、コハク酸、グルタル酸、アジピン酸
、スベリン酸、セバシン酸、ドデカンジオン酸、エイコサンジオン酸、ピメリン酸、アゼ
ライン酸、メチルマロン酸およびエチルマロン酸、アダマンタンジカルボン酸、ノルボル
ネンジカルボン酸、シクロヘキサンジカルボン酸、デカリンジカルボン酸、テレフタル酸
、イソフタル酸、フタル酸、１，４－ナフタレンジカルボン酸、１，５－ナフタレンジカ
ルボン酸、２，６－ナフタレンジカルボン酸、１，８－ナフタレンジカルボン酸、４，４
’－ジフェニルジカルボン酸、４，４’－ジフェニルエーテルジカルボン酸、５－ナトリ
ウムスルホイソフタル酸、フェニルエンダンジカルボン酸、アントラセンジカルボン酸、
フェナントレンジカルボン酸、９，９’－ビス（４－カルボキシフェニル）フルオレン酸
およびこれらのエステル誘導体などが挙げられる。
　ジオール化合物としては、例えば、エチレングリコール、１，２－プロパンジオール、
１，３－プロパンジオール、ブタンジオール、２－メチル－１，３－プロパンジオール、
ヘキサンジオール、ネオペンチルグリコール、シクロヘキサンジメタノール、シクロヘキ
サンジエタノール、デカヒドロナフタレンジメタノール、デカヒドロナフタレンジエタノ
ール、ノルボルナンジメタノール、ノルボルナンジエタノール、トリシクロデカンジメタ
ノール、トリシクロデカンエタノール、テトラシクロドデカンジメタノール、テトラシク
ロドデカンジエタノール、デカリンジメタノール、デカリンジエタノール、５－メチロー
ル－５－エチル－２－（１，１－ジメチル－２－ヒドロキシエチル）－１，３－ジオキサ
ン、シクロヘキサンジオール、ビシクロヘキシル－４，４’－ジオール、２，２－ビス（
４－ヒドロキシシクロヘキシルプロパン）、２，２－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキ
シ）シクロヘキシル）プロパン、シクロペンタンジオール、３－メチル－１，２－シクロ
ペンタジオール、４－シクロペンテン－１，３－ジオール、アダマンジオール、パラキシ
レングリコール、ビスフェノールＡ、ビスフェノールＳ，スチレングリコール、トリメチ
ロールプロパンおよびペンタエリスリトールなどが挙げられる。
　また、本発明の特性を損なわない範囲において、ポリエステルは、ジカルボン酸化合物
およびジオール化合物以外のモノマーを含んでいてもよい。
　上記した中でも、テレフタル酸とエチレングリコールとの共重合体である、ポリエチレ
ンテレフタレート（以下、単にＰＥＴと記載する）が好ましい。
【００２１】
　一実施形態において、基材を構成するポリエステルとして、バイオマス由来のポリエス
テルを使用することができる。このポリエステルは、共重合成分であるジオール化合物が
、バイオマス由来であり、化石燃料の使用量を大幅に削減することができ、積層体作製の
環境負荷を効果的に低減することができる。
　バイオマス由来のジオール化合物、例えば、バイオマス由来のエチレングリコールは、
バイオマスを原料として製造されたエタノール（バイオマスエタノール）を原料としたも
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のである。バイオマス由来のエチレングリコールは、バイオマスエタノールを、従来公知
の方法により、エチレンオキサイドを経由してエチレングリコールを生成する方法などに
より得ることができる。また、販売されているバイオマスエチレングリコールを使用して
もよく、例えば、インディアグライコール社から販売されているバイオマスエチレングリ
コールを好適に使用することができる。
【００２２】
　バイオマス由来のポリエステルは、放射性炭素（Ｃ１４）測定によるバイオマス由来の
炭素の含有量が、バイオマス由来のポリエステル中の全炭素に対して１０～２５％含まれ
ることが好ましい。
　大気中の二酸化炭素には、Ｃ１４が一定割合（１０５．５ｐＭＣ）で含まれているため
、大気中の二酸化炭素を取り入れて成長する植物、例えばトウモロコシ中のＣ１４含有量
も１０５．５ｐＭＣ程度であることが知られている。また、化石燃料中にはＣ１４が殆ど
含まれていないことも知られている。したがって、バイオマス由来のポリエステル中の全
炭素原子中に含まれるＣ１４の割合を測定することにより、バイオマス由来の炭素の割合
を算出することができる。
　本発明においては、バイオマス由来のポリエステル中のＣ１４の含有量をＰＣ１４とし
た場合の、バイオマス由来の炭素の含有量Ｐｂｉｏを、下記式（１）のように定義する。
【数１】

【００２３】
　例えば、ＰＥＴは、２炭素原子を含むエチレングリコールと８炭素原子を含むテレフタ
ル酸とがモル比１：１で重合したものであるため、エチレングリコールとしてバイオマス
由来のジオール単位のみを使用した場合、バイオマスポリエステル中のバイオマス由来の
炭素の含有量Ｐｂｉｏは２０％となる。
　本実施形態においては、ポリエステル中の全炭素に対して、放射性炭素（Ｃ１４）測定
によるバイオマス由来の炭素の含有量は、１０～２５％であることが好ましい。ポリエス
テル中のバイオマス由来の炭素含有量が１０％未満であると、カーボンオフセット材料と
しての効果が乏しくなる。一方、上記したように、ポリエステル中のバイオマス由来の炭
素含有量は２５％に近いほど好ましいが、フィルムの製造工程上の問題や物性面から、樹
脂組成物中には添加剤を含む方が好ましいため、実際の上限は２２％となる。
【００２４】
　すなわち、エチレングリコールとしてバイオマス由来のジオール単位のみを使用した場
合、バイオマス由来のポリエステル中のバイオマス由来の炭素の含有量Ｐｂｉｏが２０％
であり、バイオマス由来の炭素の含有量が樹脂組成物中の全炭素に対して１０～１９％で
あることから、ジオール単位としてバイオマス由来のエチレングリコールと、ジカルボン
酸単位として石化燃料由来のジカルボン酸とを用いて得られたバイオマスポリエステルが
、基材中に、５０（＝１０％／２０％）質量％～１００（＝２０％／２０％）質量％含有
されていることが好ましいことを意味する。
【００２５】
　一実施形態において、基材を構成するポリエステルとして、リサイクルポリエステルを
使用することができる。
　本発明のリサイクルポリエステルには、ケミカルリサイクルポリエステルおよびメカニ
カルリサイクルポリエステルが含まれる。
　ケミカルリサイクルポリエステルとは、ポリエステル容器をモノマーレベルまで分解し
て、再度重合することにより得られたポリエステルを意味する。
　メカニカルリサイクルポリエステルとは、ポリエステル容器を選別・粉砕・洗浄して汚
染物質や異物を除去し、フレークを得て、フレークを更に高温・減圧下等で一定時間処理
して樹脂内部の汚染物質を除去することにより得られたポリエステルを意味する。
【００２６】
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　基材は、本発明の特性を損なわない範囲において、添加剤を含むことができ、例えば、
架橋剤、酸化防止剤、アンチブロッキング剤、滑（スリップ）剤、紫外線吸収剤、光安定
剤、充填剤、補強剤、帯電防止剤、顔料および改質用樹脂などが挙げられる。
【００２７】
　基材の厚さは、９μｍ以上、５０μｍ以下であることが好ましく、１２μｍ以上、２５
μｍ以下であることがより好ましい。
　基材の厚さを９μｍ以上とすることにより、本発明の積層体のリサイクル性、耐熱性お
よび機械的強度を向上することができる。
　また、基材の厚さを５０μｍ以下とすることにより、本発明の積層体の加工適性を向上
することができる。
【００２８】
　基材は、耐熱性および強度の観点からは、延伸フィルムであることが好ましく、一軸延
伸フィルムであっても、二軸延伸フィルムであってもよい。
【００２９】
　基材は、ポリエステルを少なくとも含む樹脂組成物を、Ｔダイ法またはインフレーショ
ン法などを利用して製膜することにより作製することができる。
　インフレーション法により製膜することにより、樹脂フィルムの延伸を同時に行うこと
ができる。
【００３０】
　また、基材は、表面処理が施されていてもよい。これにより、隣接する層との密着性を
向上することができる。
　表面処理の方法は特に限定されず、例えば、コロナ放電処理、オゾン処理、酸素ガスお
よび／または窒素ガスなどを用いた低温プラズマ処理、グロー放電処理などの物理的処理
、並びに化学薬品を用いた酸化処理などの化学的処理が挙げられる。
　また、基材表面に従来公知のアンカーコート剤を用いて、アンカーコート層を形成して
もよい。
【００３１】
　基材は、その表面に印刷層を有していてもよく、印刷層に形成される画像は、特に限定
されず、文字、柄、記号およびこれらの組み合わせなどが表される。
　環境負荷の観点から、基材への印刷層形成は、バイオマス由来のインキを用いて行われ
ることが好ましい。
　印刷層の形成方法は、特に限定されるものではなく、グラビア印刷法、オフセット印刷
法、フレキソ印刷法などの従来公知の印刷法を挙げることができる。これらの中でも、環
境負荷の観点から、フレキソ印刷法が好ましい。
【００３２】
　基材は、その表面に蒸着膜を備えていてもよい。基材が蒸着膜を備えることにより、本
発明の積層体のガスバリア性、具体的には、酸素バリア性および水蒸気バリア性を向上す
ることができる。また、本発明の積層体を用いて作製した包装体に充填された内容物の質
量減少を抑えることができる。
【００３３】
　蒸着膜としては、アルミニウムなどの金属、並びに酸化アルミニウム、酸化珪素（シリ
カ）、酸化マグシウム、酸化カルシウム、酸化ジルコニウム、酸化チタン、酸化ホウ素、
酸化ハフニウム、酸化バリウムなどの無機酸化物から構成される、蒸着膜を挙げることが
できる。
【００３４】
　また、蒸着膜の厚さは、１ｎｍ以上１５０ｎｍ以下であることが好ましく、５ｎｍ以上
６０ｎｍ以下であることがより好ましく、１０ｎｍ以上４０ｎｍ以下であることがさらに
好ましい。
　蒸着膜の厚さを１ｎｍ以上とすることにより、積層体の酸素バリア性および水蒸気バリ
ア性をより向上することができる。また、蒸着膜の厚さを１５０ｎｍ以下とすることによ
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り、蒸着膜におけるクラックの発生を防止することができる。また、積層体のリサイクル
性を維持することができる。
【００３５】
　基材上への蒸着膜の形成は、従来公知の方法を用いて行うことができ、例えば、真空蒸
着法、スパッタリング法およびイオンプレーティング法などの物理気相成長法（Ｐｈｙｓ
ｉｃａｌ Ｖａｐｏｒ Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ法、ＰＶＤ法）、並びにプラズマ化学気相成
長法、熱化学気相成長法および光化学気相成長法などの化学気相成長法（Ｃｈｅｍｉｃａ
ｌ Ｖａｐｏｒ Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ法、ＣＶＤ法）などを挙げることができる。
【００３６】
　また、例えば、物理気相成長法と化学気相成長法の両者を併用して異種の無機酸化物の
蒸着膜の２層以上からなる複合膜を形成して使用することもできる。蒸着チャンバーの真
空度としては、酸素導入前においては、１０－２～１０－８ｍｂａｒ程度が好ましく、酸
素導入後においては、１０－１～１０－６ｍｂａｒ程度が好ましい。なお、酸素導入量な
どは、蒸着機の大きさなどによって異なる。導入する酸素には、キャリヤーガスとしてア
ルゴンガス、ヘリウムガス、窒素ガスなどの不活性ガスを支障のない範囲で使用してもよ
い。フィルムの搬送速度は、１０～８００ｍ／ｍｉｎ程度とすることができる。
【００３７】
　蒸着膜の表面は、上記表面処理が施されていることが好ましい。これにより、隣接する
層との密着性を向上することができる。
【００３８】
（ヒートシール層）
　ヒートシール層は、熱によって相互に融着し得る樹脂を含むヒートシール剤により形成
することができ、例えば、低密度ポリエチレン（ＬＤＰＥ）、中密度ポリエチレン（ＭＤ
ＰＥ）、高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）、直鎖状（線状）低密度ポリエチレン（ＬＬＤ
ＰＥ）、メタロセン触媒を利用して重合したエチレン－α・オレフィン共重合体、エチレ
ン・ポリプロピレンのランダムもしくはブロック共重合体、ポリプロピレン、エチレン－
酢酸ビニル共重合体（ＥＶＡ）、エチレン－アクリル酸共重合体（ＥＡＡ）、エチレン・
アクリル酸エチル共重合体（ＥＥＡ）、エチレン－メタクリル酸共重合体（ＥＭＡＡ）、
エチレン－メタクリル酸メチル共重合体（ＥＭＭＡ）、アイオノマー樹脂、ヒートシール
性エチレン・ビニルアルコール樹脂、または、共重合した樹脂メチルペンテン系樹脂、エ
チレン－プロピレン共重合体、メチルペンテンポリマー、ポリブテンポリマー、ポリエチ
レン、ポリプロピレンまたは環状オレフィンコポリマーなどのポリオレフィン、ポリオレ
フィンをアクリル酸、メタクリル酸、マレイン酸、無水マレイン酸、フマル酸、イタコン
酸などの不飽和カルボン酸で変性した酸変性ポリオレフィン、ＰＥＴなどのポリエステル
、ポリ酢酸ビニル系樹脂、ポリ（メタ）アクリル系樹脂、ポリ塩化ビニル系樹脂などが挙
げられる。
　これらの中でも、本発明の積層体のリサイクル性という観点からは、ポリエステル系ヒ
ートシール剤、特には、ＰＥＴ系ヒートシール剤によりヒートシール層を形成することが
好ましい。
　ヒートシール層を形成するヒートシール剤は、市販されるものを使用してもよく、例え
ば、ＰＥＴ系のヒートシール剤として、ユニチカ（株）のエリーテルＫＴ－０５０７、Ｋ
Ｔ－８９０４、ＫＴ８７０１、ＫＴ－９２０４およびＫＴ－８８０３などが挙げられる。
【００３９】
　ヒートシール層を形成するヒートシール剤に含有される樹脂の数平均分子量（Ｍｎ）は
、１００００以上、３５０００以下であることが好ましく、１２０００以上、２５０００
以下であることがより好ましい。
　樹脂のＭｎを１００００以上とすることにより、ヒートシール層の形成容易性を向上す
ることができる。
　また、樹脂のＭｎを３５０００以下とすることにより、ヒートシール層のヒートシール
性を向上することができる。
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　なお、本発明において、Ｍｎは、ポリスチレンを標準物質としてゲル浸透クロマトグラ
フィーにより測定した値を意味し、ＪＩＳ　Ｋ　７２５２－１に準拠した方法で測定する
。
【００４０】
　ヒートシール層の厚さは、１μｍ以上であることが好ましく、３μｍ以上であることが
より好ましい。
　また、ヒートシール層が、ポリエステル以外の樹脂から構成される場合、その厚さを１
０μｍ以下であることが好ましく、５μｍ以下であることがより好ましい。
　ヒートシール層の厚さを１μｍ以上とすることにより、本発明の積層体のヒートシール
性を向上することができる。
　また、ヒートシール層が、ポリエステル以外の樹脂から構成される場合、その厚さを１
０μｍ以下とすることにより、本発明の積層体のリサイクル性を向上することができる。
【００４１】
　ヒートシール層は、ドライラミネーション法、溶融押出しラミネーション法などを利用
することにより形成することができる。
【００４２】
（中間層）
　一実施形態において、本発明の積層体は、基材とヒートシール層との間に、中間層を備
え、この中間層は、上記基材と同一の材料、すなわち、ポリエステルから構成されること
を特徴とする。
　このような構成とすることにより、本発明のリサイクル性、耐熱性および強度をより向
上することができる。
【００４３】
　中間層は、上記したポリエステルにより構成され、中でも、ＰＥＴにより構成されるこ
とが好ましい。
　また、中間層は、バイオマス由来のポリエステルおよび／またはリサイクルポリエステ
ルを含むことができる。
　さらに、本発明の特性を損なわない範囲において、中間層は、上記添加剤を含むことが
できる。
【００４４】
　中間層の厚さは、９μｍ以上、５０μｍ以下であることが好ましく、１２μｍ以上、２
５μｍ以下であることがより好ましい。
　中間層の厚さを９μｍ以上とすることにより、本発明の積層体のリサイクル性、耐熱性
および機械的強度を向上することができる。
　また、中間層の厚さを５０μｍ以下とすることにより、本発明の積層体の加工適性を向
上することができる。
【００４５】
　中間層は、耐熱性および強度の観点からは、延伸フィルムであることが好ましく、一軸
延伸フィルムであっても、二軸延伸フィルムであってもよい。
【００４６】
　中間層は、ポリエステルを少なくとも含む樹脂組成物を、Ｔダイ法またはインフレーシ
ョン法などを利用して製膜し、これを基材と、接着剤層を介して積層することにより形成
することができる。
　また、基材上に樹脂組成物を溶融押出することによっても、中間層を形成することがで
きる。
【００４７】
　また、中間層は、隣接する層との密着性向上を目的として、表面処理が施されていても
よい。
　また、中間層は、その表面に印刷層および／または蒸着膜を備えていてもよい。
【００４８】
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（接着剤層）
　本発明の積層体は、基材と中間層との間に接着剤層を備えていてもよい。接着剤層は、
　接着剤層は、従来公知の接着剤により形成してもよい。該接着剤は、１液硬化型若しく
は２液硬化型、または非硬化型のいずれも接着剤であってもよい。
　また、接着剤は、無溶剤型の接着剤であっても、溶剤型の接着剤であってもよいが、環
境負荷の観点からは、無溶剤型の接着剤が好ましく使用できる。
　無溶剤型接着剤としては、例えば、ポリエーテル系接着剤、ポリエステル系接着剤、シ
リコーン系接着剤、エポキシ系接着剤およびウレタン系接着剤などが挙げられ、これらの
なかでも２液硬化型のウレタン系接着剤を好ましく使用することができる。
　溶剤型接着剤としては、例えば、ゴム系接着剤、ビニル系接着剤、シリコーン系接着剤
、エポキシ系接着剤、フェノール系接着剤およびオレフィン系接着剤などが挙げられる。
　上記した中でも、本発明の積層体のリサイクル性という観点からは、ポリエステル系接
着剤が好ましい。
【００４９】
　一実施形態において、接着層は、酸素吸収剤を含むことができる。
　酸素吸収剤としては、特に制限はなく、無機化合物であっても、有機化合物であっても
よく、目的に応じて適宜選択することができる。
　無機化合物としては、例えば、鉄粉などの金属粉末、二酸化チタン、酸化セリウム、第
一鉄塩、亜二チオン酸塩、亜硫酸塩、ハロゲン化金属、ゼオライト等が挙げられる。
有機化合物としては、例えば、ベンゼントリオール、多価フェノール化合物、多価アルコ
ール化合物、アスコルビン酸化合物、シクロヘキセン化合物、不飽和二重結合を有するポ
リエン系重合体、エチレン－ビニルアルコール共重合体等、及びこれらの混合物が挙げら
れる。
【００５０】
　本発明の特性を損なわない範囲において、接着剤層は、酸素吸収剤、酸化チタン、亜鉛
華およびカーボンブラックなどの顔料、分散染料、酸性染料およびカチオン染料などの染
料、酸化防止剤、滑剤、着色剤、安定化剤、湿潤剤、増粘剤、凝固剤、ゲル化剤、沈降防
止剤、軟化剤、硬化剤、可塑剤、レベリング剤、紫外線吸収剤並びに難燃剤などの添加材
を含むことができる。
【００５１】
　接着剤層の厚さは、１μｍ以上であることが好ましく、３μｍ以上であることがより好
ましい。
　また、接着剤層が、ポリエステル系接着剤以外の接着材から構成される場合、その厚さ
を６μｍ以下であることが好ましく、４μｍ以下であることがより好ましい。
　接着剤層の厚さを１μｍ以上とすることにより、基材と中間層との密着性を向上するこ
とができる。
　また、接着剤層が、ポリエステル系接着剤以外の接着材から構成される場合、その厚さ
を６μｍ以下とすることにより、本発明の積層体のリサイクル性を向上することができる
。
【００５２】
（バリアコート層）
　本発明の積層体は、無機酸化物から構成される蒸着膜を備える場合、この蒸着膜と隣接
するようにバリアコート層を備えることができる。
　一具体例として、本発明の積層体は、基材と、無機酸化物蒸着膜と、バリアコート層と
、ヒートシール層とをこの順に備える。
　このような構成とすることにより、本発明の積層体の酸素バリア性および水蒸気バリア
性を向上することができる。
　また、蒸着膜におけるクラックの発生を効果的に防止することができる。
【００５３】
　一実施形態において、バリアコート層は、金属アルコキシドと水溶性高分子との混合物
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を、ゾルゲル法触媒、水および有機溶剤などの存在下で、ゾルゲル法によって重縮合して
得られる金属アルコキシドの加水分解物または金属アルコキシドの加水分解縮合物などの
樹脂組成物を少なくとも１種含むガスバリア性塗布膜である。
【００５４】
　一実施形態において、金属アルコキシドは、下記一般式で表される。
　　　Ｒ１

ｎＭ（ＯＲ２）ｍ

（ただし、式中、Ｒ１、Ｒ２は、それぞれ、炭素数１～８の有機基を表し、Ｍは金属原子
を表し、ｎは０以上の整数を表し、ｍは１以上の整数を表し、ｎ＋ｍはＭの原子価を表す
。）
【００５５】
　金属原子Ｍとしては、例えば、珪素、ジルコニウム、チタンおよびアルミニウムなどを
使用することができる。
　また、Ｒ１およびＲ２で表される有機基としては、例えば、メチル基、エチル基、ｎ－
プロピル基、ｉ－プロピル基、ｎ－ブチル基およびｉ－ブチル基などのアルキル基を挙げ
ることができる。
【００５６】
　上記一般式を満たす金属アルコキシドとしては、例えば、テトラメトキシシラン（Ｓｉ
（ＯＣＨ３）４）、テトラエトキシシラン（質量％）Ｓｉ（ＯＣ２Ｈ５）４）、テトラプ
ロポキシシラン（Ｓｉ（ＯＣ３Ｈ７）４）、テトラブトキシシラン（Ｓｉ（ＯＣ４Ｈ９）

４）などが挙げられる。
【００５７】
　また、上記金属アルコキシドと共に、シランカップリング剤が使用されることが好まし
い。
　シランカップリング剤としては、既知の有機反応性基含有オルガノアルコキシシランを
用いることができるが、特に、エポキシ基を有するオルガノアルコキシシランが好ましい
。エポキシ基を有するオルガノアルコキシシランとしては、例えば、γ－グリシドキシプ
ロピルトリメトキシシラン、γ－グリシドキシプロピルメチルジエトキシシランおよびβ
－（３，４－エポキシシクロヘキシル）エチルトリメトキシシランなどが挙げられる。
【００５８】
　上記のようなシランカップリング剤は、２種以上を使用してもよく、シランカップリン
グ剤は、上記アルコキシドの合計量１００質量部に対して、１～２０質量部程度の範囲内
で使用することが好ましい。
【００５９】
　水溶性高分子としては、ポリビニルアルコールおよびエチレン－ビニルアルコール共重
合体が好ましく、酸素バリア性、水蒸気バリア性、耐水性および耐候性という観点からは
、これらを併用することが好ましい。
【００６０】
　ガスバリア性塗布膜における水溶性高分子の含有量は、金属アルコキシド１００質量部
に対して５質量部以上５００質量部以下であることが好ましい。
　ガスバリア性塗布膜における水溶性高分子の含有量を、金属アルコキシド１００質量部
に対して５質量部以上とすることにより、積層体の酸素バリア性および水蒸気バリア性を
より向上することができる。また、ガスバリア性塗布膜における水溶性高分子の含有量を
、金属アルコキシド１００質量部に対して５００質量部以下とすることにより、ガスバリ
ア性塗布膜の製膜性を向上することができる。
【００６１】
　ガスバリア性塗布膜の厚さは、０．０１μｍ以上２μｍ以下であることが好ましく、０
．１μｍ以上１μｍ以下であることがより好ましい。
　ガスバリア性塗布膜の厚さを０．０１μｍ以上とすることにより、本発明の積層体の酸
素バリア性および水蒸気バリア性を向上することができる。
　また、ガスバリア性塗布膜の厚さを２μｍ以下とすることにより、本発明の積層体のリ
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サイクル性を向上することができる。
【００６２】
　ガスバリア性塗布膜は、上記材料を含む組成物を、グラビアロールコーターなどのロー
ルコート、スプレーコート、スピンコート、ディッピング、刷毛、バーコード、アプリケ
ータなどの従来公知の手段により、塗布し、その組成物をゾルゲル法により重縮合するこ
とにより形成させることができる。
　ゾルゲル法触媒としては、酸またはアミン系化合物が好適である。アミン系化合物とし
ては、水に実質的に不溶であり、且つ有機溶媒に可溶な第３級アミンが好適であり、例え
ば、Ｎ，Ｎ－ジメチルベンジルアミン、トリプロピルアミン、トリブチルアミン、トリペ
ンチルアミンなどが挙げられる。これらの中でも、Ｎ，Ｎ－ジメチルべンジルアミンが好
ましい。
　ゾルゲル法触媒は、金属アルコキシド１００質量部当り、０．０１質量部以上１．０質
量部以下の範囲で使用することが好ましく、０．０３質量部以上０．３質量部以下の範囲
で使用することがより好ましい。
　ゾルゲル法触媒の使用量を金属アルコキシド１００質量部当り、０．０１質量部以上と
することにより、その触媒効果を向上することができる。また、ゾルゲル法触媒の使用量
を金属アルコキシド１００質量部当り、１．０質量部以下とすることにより、形成される
ガスバリア性塗布膜の厚さを均一にすることができる。
【００６３】
　上記組成物は、さらに酸を含んでいてもよい。酸は、ゾル－ゲル法の触媒、主としてア
ルコキシドやシランカップリング剤などの加水分解のための触媒として用いられる。
　酸としては、硫酸、塩酸、硝酸などの鉱酸、ならびに酢酸、酒石酸などの有機酸が用い
られる。酸の使用量は、アルコキシドおよびシランカップリング剤のアルコキシド分（例
えばシリケート部分）の総モル量に対して、０．００１モル以上０．０５モル以下である
ことが好ましい。
　酸の使用量をアルコキシドおよびシランカップリング剤のアルコキシド分（例えばシリ
ケート部分）の総モル量に対して、０．００１モル以上とすることにより、触媒効果を向
上することができる。また、アルコキシドおよびシランカップリング剤のアルコキシド分
（例えばシリケート部分）の総モル量に対して、０．０５モル以下とすることにより、形
成されるガスバリア性塗布膜の厚さを均一にすることができる。
【００６４】
　また、上記組成物は、アルコキシドの合計モル量１モルに対して、好ましくは０．１モ
ル以上１００モル以下、より好ましくは０．８モル以上２モル以下の割合の水を含んでな
ることが好ましい。
　水の含有量をアルコキシドの合計モル量１モルに対して、０．１モル以上とすることに
より、本発明の積層体の酸素バリア性および水蒸気バリア性を向上することができる。ま
た、水の含有量をアルコキシドの合計モル量１モルに対して、１００モル以上とすること
により、加水分解反応を速やかに行うことができる。
【００６５】
　また、上記組成物は、有機溶剤を含んでいてもよい。有機溶剤としては、例えば、メチ
ルアルコール、エチルアルコール、ｎ－プロピルアルコール、イソプロピルアルコール、
ｎ－ブタノールなどを用いることができる。
【００６６】
　以下、ガスバリア性塗布膜の形成方法の一実施形態について以下に説明する。
　まず、金属アルコキシド、水溶性高分子、ゾルゲル法触媒、水、有機溶媒および必要に
応じてシランカップリング剤などを混合し、組成物を調製する。該組成物中では次第に重
縮合反応が進行する。
　次いで、基材上に、上記従来公知の方法により、該組成物を塗布、乾燥する。この乾燥
により、アルコキシドおよび水溶性高分子（組成物が、シランカップリング剤を含む場合
は、シランカップリング剤も）の重縮合反応がさらに進行し、複合ポリマーの層が形成さ
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れる。
　最後に、該組成物を２０～２５０℃、好ましくは５０～２２０℃の温度で、１秒～１０
分間加熱することにより、ガスバリア性塗布膜を形成することができる。
【００６７】
　バリアコート層は、その印刷層が形成されていてもよい。印刷層の形成方法などについ
ては上記した通りである。
【００６８】
　バリアコート層は、本発明の特性を損なわない範囲において、上記添加剤を含むことが
できる。
【００６９】
（包装体）
　本発明の包装体は、上記積層体を備えることを特徴とする。包装体としては、例えば、
包装製品（包装袋）、蓋材およびラミネートチューブなどを挙げることができる。
【００７０】
　包装袋として、例えば、スタンディングパウチ型、側面シール型、二方シール型、三方
シール型、四方シール型、封筒貼りシール型、合掌貼りシール型（ピローシール型）、ひ
だ付シール型、平底シール型、角底シール型、ガゼット型などの種々の形態の包装袋が挙
げられる。
【００７１】
　本発明の積層体を備える包装体の一例である、スタンディングパウチについて説明する
。
　図３は、スタンディングパウチの構成の一例を簡略に示す図である。図３に示すように
、スタンディングパウチ２０は、胴部（側面シート）２１と、底部（底面シート）２２と
で構成されている。スタンディングパウチ２０が備える、側面シート２１と底面シート２
２とは、同一部材により構成されていてもよく、別部材により構成されていてもよい。
【００７２】
　一実施形態において、スタンディングパウチ２０が備える胴部２１は、本発明の積層体
が備えるヒートシール層が最内層となるように製袋することにより形成することができる
。
　他の実施形態において、側面シート２１は、本発明の積層体を２枚準備し、これらをヒ
ートシール層が向かい合うようにして重ね合わせ、重ね合わせ合わせた積層体の両端から
、ヒートシール層が外側となるように、Ｖ字状に折った２枚の積層体を挿入し、ヒートシ
ールすることにより形成することができる。このような作製方法によれば、図４に示すよ
うなガセット２３付きの胴部を有するスタンドパウチとすることができる。
【００７３】
　また、一実施形態において、スタンディングパウチ２０が備える底面シート２２は、製
袋された側面シートの間に本発明の積層体を挿入し、ヒートシールすることにより形成す
ることができる。
　より具体的には、積層体を、ヒートシール層が外側となるように、Ｖ字状に折り、製袋
された側面シートの間に挿入し、ヒートシールすることにより形成することができる。
【００７４】
　ヒートシールの方法としては、例えば、バーシール、回転ロールシール、ベルトシール
、インパルスシール、高周波シール、超音波シールなどの公知の方法で行うことができる
。
【００７５】
　包装体に充填される内容物は、特に限定されるものではなく、内容物は、液体、粉体お
よびゲル体であってもよい。また、食品であっても、非食品であってもよい。
【実施例】
【００７６】
　以下、実施例により本発明をより具体的に説明するが、本発明は以下の実施例に限定さ
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れるものではない。
【００７７】
実施例１
　基材として、一方の面にコロナ処理が施された、厚さ２５μｍの二軸延伸ＰＥＴフィル
ムを準備した。このＰＥＴフィルムのコロナ処理面に、グラビア印刷法により、印刷層を
形成した。
【００７８】
　上記のようにして形成した印刷層上に、ヒートシール剤として、エチレン・酢酸ビニル
共重合体エマルジョン（大日精化工業（株）製、セイカダイン１９００ｗ）を塗布、乾燥
し、厚さ３μｍのヒートシール層を形成し、本発明の積層体を得た。
【００７９】
実施例２
　基材として、一方の面にコロナ処理が施された、厚さ１２μｍの二軸延伸ＰＥＴフィル
ムを準備した。このＰＥＴフィルムのコロナ処理面に、グラビア印刷法により、印刷層を
形成した。
【００８０】
　上記のようにして形成した印刷層上に、２液硬化型ウレタン接着剤（ロックペイント（
株）製、商品名：ＲＵ－４０／硬化剤Ｈ－４）を塗布、乾燥し、厚さ３μｍの接着剤層を
形成すると共に、中間層として、両面にコロナ処理が施された、厚さ１２μｍの二軸延伸
ＰＥＴフィルムを積層した。
【００８１】
　中間層であるＰＥＴフィルムの他方の面に、ヒートシール剤として、エチレン・酢酸ビ
ニル共重合体エマルジョン（大日精化工業（株）製、セイカダイン１９００ｗ）を塗布、
乾燥し、厚さ３μｍのヒートシール層を形成し、本発明の積層体を得た。
【００８２】
実施例３
　基材として、一方の面にシリカ蒸着膜が形成された、厚さ１２μｍの二軸延伸ＰＥＴフ
ィルムを準備した。このＰＥＴフィルムの蒸着面に、グラビア印刷法により、印刷層を形
成した。
【００８３】
　上記のようにして形成した印刷層上に、上記２液硬化型ウレタン接着剤を塗布、乾燥し
、厚さ３μｍの接着剤層を形成すると共に、中間層として、両面にコロナ処理が施された
、厚さ１２μｍの二軸延伸ＰＥＴフィルムを積層した。
【００８４】
　中間層であるＰＥＴフィルムの他方の面に、ヒートシール剤として、エチレン・酢酸ビ
ニル共重合体エマルジョン（大日精化工業（株）製、セイカダイン１９００ｗ）を塗布、
乾燥し、厚さ３μｍのヒートシール層を形成し、本発明の積層体を得た。
【００８５】
実施例４
　基材に使用したＰＥＴフィルムを、一方の面にコロナ処理が施された、厚さ１２μｍの
二軸延伸バイオマスＰＥＴフィルム（大日本印刷社製、商品名バイオマテックＰＥＴ、バ
イオマス度２０％）に、中間層に使用したＰＥＴフィルムを、両面にコロナ処理が施され
た、厚さ１２μｍの二軸延伸バイオマスＰＥＴフィルム（大日本印刷社製、商品名バイオ
マテックＰＥＴ、バイオマス度２０％）に変更した以外は、実施例２と同様にして、積層
体を得た。
【００８６】
実施例５
　基材に使用したＰＥＴフィルムを、一方の面にコロナ処理が施された、厚さ１２μｍの
二軸延伸リサイクルＰＥＴフィルム（東洋紡（株）製）に、中間層に使用したＰＥＴフィ
ルムを、両面にコロナ処理が施された、厚さ１２μｍの二軸延伸リサイクルＰＥＴフィル
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【００８７】
実施例６
　ヒートシール剤として、ポリエチレン系エマルジョン（ユニチカ（株）製、アローベー
スＳＤ－１２０５－Ｊ２）を使用した以外は、実施例２と同様にして、積層体を得た。
【００８８】
実施例７
　ヒートシール剤として、ＰＥＴ系エマルジョン（ユニチカ（株）製、エリーテルＫＴ－
０５０７、Ｍｎ１７０００、Ｔｇ－２５℃）を使用した以外は、実施例２と同様にして、
積層体を得た。
【００８９】
比較例１
　基材として、一方の面にコロナ処理が施された、厚さ１２μｍの二軸延伸ＰＥＴフィル
ムを準備した。このＰＥＴフィルムのコロナ処理面に、グラビア印刷法により、印刷層を
形成した。
【００９０】
　上記のようにして形成した印刷層上に、２液硬化型ウレタン接着剤（ロックペイント（
株）製、商品名：ＲＵ－４０／硬化剤Ｈ－４）を塗布、乾燥し、厚さ３μｍの接着剤層を
形成すると共に、ヒートシール層として、厚さ３０μｍのＬＬＤＰＥフィルムを積層し、
積層体を得た。
【００９１】
＜＜リサイクル性評価＞＞
　上記実施例および比較例において作製した積層体全体におけるＰＥＴの含有量を求め、
以下の評価基準に基づいて、そのリサイクル性について評価した。評価結果を表１にまと
めた。
（評価基準）
Ａ：積層体全体におけるＰＥＴ含有量が７０質量％以上であった。
ＮＧ：積層体全体におけるＰＥＴ含有量が７０質量％未満であった。
【００９２】
＜＜ヒートシール強度試験＞＞
　上記実施例および比較例において作製した積層体を２枚ずつヒートシール層が向かい合
うように重ね合わせ、ヒートシール（１４０℃、１ｋｇｆ、１秒）を行った。
　次いで、引っ張り試験機により、シール強度を測定し、下記評価基準に基づいて評価し
た。評価結果を表１にまとめた。
（評価結果）
Ａ：ヒートシール強度が４．０Ｎ／１５ｍｍ以上であった。
ＭＧ：ヒートシール強度が４．０Ｎ／１５ｍｍ未満であった。
【００９３】
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【表１】

【００９４】
　表１の結果からも明らかなように、本発明の積層体によれば、ヒートシール性を維持し
つつ、リサイクル性に優れる包装袋を作製することが可能であることがわかる。
【符号の説明】
【００９５】
　１０：積層体、１１：基材、１２：ヒートシール層、１３：蒸着膜、１４：中間層、１
５：接着剤層、２０：スタンディングパウチ、２１：胴部、２２：底部、２３：ガセット

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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